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直方・鞍手広域市町村圈事務組合消防本部女性 

職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

 

２０２４年４月１日 

 

 

１．目的 

  自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能 

 力が十分に発揮されることが一層重要であり、女性の職業生活における活躍 

 を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的として、平成２７年 

 ８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律 

第 ６４号。以下「法」という。）」が１０年間の時 限立法として制定され 

ました。 

  これらの法律では、地方公共団体等は「特定事業主」として自らの職員 

 の子どもたちの健やかな育成と、女性が生き生きと活躍する職場づくりを進 

 めるため、「特定事業主行動計画」を策定することとされています。 

  このような状況を踏まえ、当消防本部では、職員が仕事と子育ての両立 

 及び仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」ができるよう環境づ 

 くりに向けて、その取り組みの内容や目標を「特定事業主行動計画」として 

 定めました。 

 

２．計画期間 

  本計画の期間は、２０２４年４月１日から２０２７年３月３１日までの 

 ３年間とする。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

  直方・鞍手広域市町村圈事務組合消防本部では、組織全体で継続的に女性 

 の活躍を効果的に推進するため、消防本部総務課を中心として本計画の策 

 定・変更、推進に当たることとする。 

  また、本計画に基づく取組みの実施状況や目標の達成状況の点検及び評価 

 を実施する。 

 

４．女性職員の活躍の推進に向けた目標 

  法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令 

(令和 6 年)                   (令和９年) 



 第６１号。以下「内閣府令」という｡）第２条に基づき、直方・鞍手広域市 

 町村圏事務組合消防本部において、女性職員の職業生活における活躍に閣す 

 る状況を把握し、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定す 

 る。 

（1）女性消防吏員の採用について 

  過去の採用試験の実績を踏まえ、２０２７年度までに女性消防吏員を 

 採用することを目標とするが、今後、退職者が減少する傾向の中、具体 

 的な数値目標の設定は難しい状況である。 

  消防吏員に占める女性の割合を約２．５％程度とすることができるよ 

 うに、受験者数に占める女性の割合を複数確保できるよう努める。 

（2）配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得の促進について 

  子どもの出生時に親子の時間を大切にし、父親として子どもを持つこ 

 とに対する喜びを実感するとともに、出産後の配偶者を支援するため、 

 配偶者出産休暇の取得率１００％を目指し、父親としての役割意識を向 

 上させる。 

（3）休暇取得の促進について 

  職員が年次休暇を安心して容易に取得できる職場環境づくりに努め、 

 職員の計画的な年次休暇の取得促進を図る。 

 

５．女性職員の活躍の推進に向けた目標達成のための取り組み 

  前項で掲げた目標達成に向け、次の取り組みを実施する。 

 （1）女性消防吏員の採用について 

  ア 消防吏員採用試験受験者募集時に、管内各学校へ出向き女子生徒の積 

   極的な受験について働き掛けを行う。 

  イ 広報紙及びホームページ等の広報ツールにより、受験情報を積極的に 

   発信していく。 

  ウ 女性を対象とした職場説明会や職場体験等を企画し、女性の積極的な 

   受け入れを行う。 

 （2）配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得の促進について 

  ア 特別休暇等の諸制度に関して、職員への周知を図る。 

  イ 職員が配偶者の出産に係る休暇を取得しやすい環境をつくる。 

 （3）休暇取得の促進について 

  ア 管理監督者に部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休 

   暇の取得に努める。 

  イ 安心して年次休暇が取得できるよう、職場環境の改善を図る。 

 

 


